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令和８年設楽町告示第２０号 

 

設楽町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱の 

一部を改正する要綱 

 

設楽町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱(令和６年設楽町

告示第19号)の一部を次のように改正する。 

第２条を削り、第３条を第２条とする。 

第４条中「23価肺炎球菌ワクチン」を「生涯に１回限り、肺炎球菌ワクチン」に、

「１人につき１回に限り4,000円とする」を「予防接種に要する費用の半額を負担

するものとする。ただし、100円未満が発生した場合は切り上げる」に、「ただし」

を「また」に改め、同条を第３条とし、第５条を第４条とし、第６条を第５条とす

る。 

第７条第１項中「１カ月毎」を「１箇月ごと」に、「成人用」を「高齢者用」に

改め、同条第２項中「成人用」を「高齢者用」に改め、同条を第６条とする。 

第８条を第７条とし、第９条を第８条とする。 

様式第１から様式第４までの規定中「第７条」を「第６条」に改める。 

  



様式第４を次のように改める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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設楽町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱（令和６年設楽町告示第19号）新旧対照表 

改正後 改正前 

 （ワクチンの種類） 

 第２条 助成の対象となるワクチンは23価肺炎球菌

莢膜ポリサッカライドワクチン（以下「23価肺炎

球菌ワクチン」という。）とする。 

（助成対象者） （助成対象者） 

第２条 （略） 第３条 （略） 

（助成額等） （助成額等） 

第３条 町長は、生涯に１回限り、肺炎球菌ワクチ

ン予防接種に係る費用の一部を助成するものと

し、助成額は、予防接種に要する費用の半額を負

担するものとする。ただし、100円未満が発生した

場合は切り上げる。また  、生活保護法（昭和25

年法律第144号）の規定による保護を受けている者

については、予防接種に要する費用の全額を助成

する。 

第４条 町長は、23価肺炎球菌ワクチン           

 予防接種に係る費用の一部を助成するものとし、

助成額は、１人につき１回に限り4,000円とする  

                                            

            。ただし、生活保護法（昭和25年法

律第144号）の規定による保護を受けている者につ

いては、予防接種に要する費用の全額を助成する。 

（事業の委託） （事業の委託） 

第４条 （略） 第５条 （略） 

（助成方法） （助成方法） 

第５条 （略） 第６条 （略） 

（費用の請求等） （費用の請求等） 

第６条 前条の規定により予防接種を実施した委託

医療機関は、実施した予防接種について１箇月ご

とにとりまとめて、翌月10日までに、請求書（様

式第１）、に、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種

実施報告書（様式第３）及び高齢者用肺炎球菌ワ

クチン予防接種予診票（様式第４）を添付し町長

へ請求するものとする。 

第７条 前条の規定により予防接種を実施した委託

医療機関は、実施した予防接種について１カ月毎 

 にとりまとめて、翌月10日までに、請求書（様式

第１）、に、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種実

施報告書（様式第３）及び成人用  肺炎球菌ワク

チン予防接種予診票（様式第４）を添付し町長へ

請求するものとする。 

２ 委託医療機関で予防接種を受けられない者が、

他の医療機関で予防接種を受けた場合は、請求書

（様式第２）、高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接

種予診票（様式第４）、医療機関の領収書を町長

に提出するものとする。 

２ 委託医療機関で予防接種を受けられない者が、

他の医療機関で予防接種を受けた場合は、請求書

（様式第２）、成人用  肺炎球菌ワクチン予防接

種予診票（様式第４）、医療機関の領収書を町長

に提出するものとする。 

３ （略） ３ （略） 
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（不当利得の返還） （不当利得の返還） 

第７条 （略） 第８条 （略） 

（その他） （その他） 

第８条 （略） 第９条 （略） 

様式第１（第６条関係） 様式第１（第７条関係） 

（略） （略） 

様式第２（第６条関係） 様式第２（第７条関係） 

（略） （略） 

様式第３（第６条関係） 様式第３（第７条関係） 

（略） （略） 

様式第４（第６条関係） 様式第４（第７条関係） 

 
 

 


